
使用済み自動車リサイクル・イニシァティブにおける
リサイクル率向上等について

Ⅲ．リサイクル率向上及び有害物質使用量削減等のための措置
　Ⅲ－３．数値目標

数値目標は次に掲げるとおりとする。
　①　２００２年以降に販売が開始される新型車のリサイクル可能率は、９

０％以上とする。
　②　使用済み自動車のリサイクル率は、２００２年以降は８５％以上、２

０１５年以降は９５％以上とする。
　③　使用済み自動車の処理の結果として排出され、埋立処分されるシュ

レッダーダストの容積の年間総量を、２００２年までに５分の３以下、
２０１５年までに５分の１以下とする。ただし、１９９６年と同等の処
理形態が続いた場合に当該年（２００２年、２０１５年）に発生すると
計算されるシュレッダーダストの総容積を１とする。

　④　新型車の鉛の使用量（バッテリーを除く）は、１９９６年を基準年と
し、２０００年末までに概ね２分の１以下、２００５年末までに概ね３
分の１以下とする。

　⑤  新造車及び後付のＳＲＳエアバッグ・インフレータを、２０００年まで
に処理時の作動が容易な構造とする。

（注）数値目標の詳細は、「使用済み自動車のリサイクル目標等（１９９
６年１０月、小委員会）」の規定による。

（参考）
      ２００２年以降      ２０１５年以降

    新型車 リサイクル可能率９０％以上

使用済み自動車 リサイクル率　　８５％以上 リサイクル率　９５％以上

 埋立処分容量  １９９６年の５分の３以下 １９９６年の５分の１以下

    ２０００年末までに    ２００５年末までに

   鉛使用量  １９９６年の２分の１以下 １９９６年の３分の１以下


